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報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 39,000千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 39,000

会計監査人の状況
(1) 名称 東陽監査法人

(2) 報酬等の額

（注１） 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金
融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、
実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等
の額にはこれらの合計額を記載しております。

（注２） 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状
況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な
検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をい
たしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ
ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する
議案の内容を決定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に
該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任
いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招
集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告い
たします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
⑴ 業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会
社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりで
あります。
① 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制
イ．当社は、当社及び当社の子会社（以下、総称して「当社グループ」という）に

適用される「コーア商事ホールディングスグループ行動憲章」及び「コーア商事
ホールディングスグループ行動基準」を制定するとともに「コンプライアンス規
程」を制定し運用することによって、コンプライアンス委員会を設け、役員及び
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を敷
く。コンプライアンス委員会事務局を当社総務部に置き、研修を定期的に開催
し、法令遵守、企業倫理遵守の啓発活動などの諸施策を推進し、コンプライアン
ス意識の向上に努める。

ロ．当社は、当社グループの内部統制体制に関わる事項を統括・遂行する内部統制
委員会を設置し、ガバナンスの強化を図る。

ハ．当社グループは、財務報告に係わる「財務経理規程」を制定し、内部統制計画
書に基づき、財務報告の信頼性の確保、業務の有効性及び効率性の向上を評価し
た運用を行う。

ニ．当社グループは、役員及び使用人等による不正行為の未然防止、早期発見、是
正を目的に整備した内部通報窓口を設置するとともに当該制度の運用を定めた
「内部通報規程」を制定し、通報者の保護を図る。

ホ．当社グループは、反社会的勢力への対応について「コーア商事ホールディング
スグループ行動憲章」において反社会的勢力に対し毅然として対決し関係遮断を
徹底することを宣言し、「コーア商事ホールディングスグループ行動基準」にお
いて反社会的勢力への対応等を明記するなど、重要施策として取り組む。

へ．当社は、取締役等の指名及び報酬等の意思決定プロセスの公正性・透明性・客
観性の確保のため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置す
る。委員会は、「指名・報酬諮問委員会規程」に則り、取締役等の指名及び報酬
等について審議した結果を取締役会に答申する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社グループは、「文書管理規程」「情報セキュリティ基本方針」「情報システ
ム管理規程」等の情報管理諸規程を制定し、情報の管理と情報の取扱いを規定して
おり、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理についてもこれらの規程に基
づき、適正に行う。
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③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社グループは、「リスク管理規程」を制定し、代表取締役社長を委員長とした
リスク管理委員会を設け、リスクの発生を防止するとともに、リスクが発生した場
合の損害を最小限にとどめる体制の維持・向上を図る。具体的には、発生の可能性
のある大型災害等に備えた当社グループの体制の整備を行う。

また、関係する子会社においては、GMP（注１）、GQP（注２）、GVP（注
３）、GPSP（注４）等の基準に従い、製品の品質・安全性に関する監視を厳正に実
施する。

（注１）GMP(Good Manufacturing Practice)とは、製造業者(外国製造業者含む)及び
製造販売業者に求められる「適正製造規範」(製造管理・品質管理基準)のこと。

（注２）GQP(Good Quality Practice)とは、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器
の品質管理の方法に関する基準を定めたもののこと。

（注３）GVP(Good Vigilance Practice）とは、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療
機器の製造販売業者が、その品質、有効性及び安全性に関する事項や適正な使
用のための必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置に関して
遵守すべき事項を定めたもののこと。

（注４）GPSP（Good Post-marketing Study Practice）とは、医薬品製造販売後調
査・試験の実施の基準のこと。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、取締役会を月一回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催す
る。
　当社グループは、「取締役会規程」「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規
程」「稟議規程」等の職務権限及び意思決定ルールを定め、取締役会の決議事項等
に関する基準、組織の分掌業務、対象案件の重要度に応じた決裁権限を明確にする
ことによって、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
を確保する。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社グループは、「コーア商事ホールディングスグループ行動憲章」及び「コー

ア商事ホールディングスグループ行動基準」によりコンプライアンス意識の醸成を
はかり、コーポレートガバナンスの充実に努める。

当社は、子会社における承認事項及び報告事項を定めた「子会社管理規程」を制
定し、子会社の管理・指導を行うとともに、子会社から定期的に業務、業績及びそ
の他重要な事項に関する報告を求め、更に、子会社に生じた重要事項に関しては当
社の取締役会における承認を得るなど、適切な子会社管理体制を敷く。更に、子会
社に必要に応じて取締役（いずれも非常勤を含む）を派遣し、子会社との連携を強
化し業務の適正を確保する。
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また、監査等委員会及び内部監査室は、子会社に対する往査を含め、当社グルー
プの監査を行うとともに、業務の適正性確保のため、必要に応じて相互に意見交換
等を行い、連携を図る。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当
該使用人に関する事項、当該使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除
く）からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関
する事項

　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を必要としたとき、監査等委員であ
る取締役及び監査等委員会の求めにより、監査等委員会の業務を補助する従業員を
任命することができる。
　当該使用人は監査等委員会及び監査等委員の指揮命令に従うものとし、当社グル
ープの取締役等の指揮命令権は及ばないものとする。当該使用人の人事異動・評価
等に関しては、あらかじめ監査等委員会に相談し、意見を求めることとする。

⑦ 当社グループの取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制並びにそ
の報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
監査等委員会は「監査等委員会規程」を制定し、当社グループの取締役及び使用

人から監査等委員会及び監査等委員に通知・報告する体制を定める。
また、当社グループは、監査等委員への報告をした者が当該報告をしたことを理

由に不利な取扱いを受けることを禁止する。

⑧ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する
事項

　監査等委員がその職務の執行上必要と認める費用については、当該監査等委員の
職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処
理する。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員会において委任を受けた監査等委員が子会社の取締役会等の重要会議
に出席するなどし、監査等委員会が実施する監査が実効的に行われる体制を確保す
る。
　監査等委員会は、会計監査人との定期的な打ち合わせを行うことによって、会計
監査人の活動報告の把握を行い、情報交換を図ることによって監査活動の効率化と
質的向上を図る。
　当社内部監査室は、監査等委員と定期的に会合し、当社グループの監査結果を報
告する等の情報交換を行う。

－ 4 －



⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
① コンプライアンス体制

当社は、「コーア商事ホールディングスグループ行動憲章」及び「コーア商事ホ
ールディングスグループ行動基準」を制定し、各会議体を通じて、その徹底を図っ
ております。また当社グループの全役員が参加する経営者会議及び全社員が参加す
る社員会等にて全社員に対してコンプライアンス研修を毎月実施しております。

社内外に設置している内部通報窓口の運用状況は、コンプライアンス委員会、取
締役会等へ適宜報告しております。

② リスク管理体制
当社は、リスク管理に必要な事項を定めたリスク管理規程に基づき、経営に重要

な影響を及ぼす危機の洗い出し、見直しを行い、対応等について検討をしておりま
す。

③ 取締役の職務執行
当事業年度において、取締役会を14回開催いたしました。毎月１回の定期的な開

催に加え、必要に応じて臨時に開催するなど、機動的な運営に努めております。ま
た、事前に経営会議を開催し、役員及び関係者による検討・意見交換のうえ、取締
役会に付議するなど、取締役の職務の効率的な執行に努めております。取締役会議
事録ほか社内の重要文書については、社内規程に基づき、適正に管理・保存を行っ
ております。

④ 監査等委員の職務執行
監査等委員は、年度初めに立案した監査計画に基づき、当社グループ全体の監査

を実施しております。経営者会議、予算審議委員会などの社内の重要な会議に出席
し、適宜意見を述べるとともに、重要な稟議書を閲覧し、必要に応じて取締役や社
員に説明を求めております。監査等委員と代表取締役とは適宜会合を行い、監査の
年度総括を報告するとともに、意見交換を通じて、監査体制の実効性について確認
しております。

－ 5 －



⑤ 子会社の管理
子会社管理規程において、承認事項及び報告事項等を定め、綿密な連携のもとに

グループ全体としての業務の適正を図るとともに、子会社に生じた重要事項に関し
て、当社の取締役会における承認を得るなど、適切な子会社管理体制をとっており
ます。

⑥ 内部統制委員会
2019年５月に内部統制委員会を設置し、定例で委員会を開催しております。決定

事項は速やかに関連部署に通達し、必要に応じて取締役会に上程しております。
⑦ 指名・報酬諮問委員会

当事業年度において、指名・報酬諮問委員会を３回開催し、取締役の指名及び報
酬に関する事項を審議し、取締役会に対して答申を行っております。
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会社の支配に関する基本方針
　当社は、現在のところ、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関
する基本方針を定めておりませんが、基本的な考えは以下のとおりであります。
　当社は、経営資源の最適配分を通じて、競争力、収益力を高めることで安定的な成長
を目指し、企業価値のさらなる向上を図ることが、株主の皆様からの負託に応えること
になるものと考えております。従いまして、現時点で買収への対応方針は導入しており
ません。
　しかしながら、当社の株券等に関し、当社の企業価値又は株主共同の利益を毀損する
ような濫用的な買付等が行われる場合は、株主・投資家の皆様から経営を負託された者
の責務として、企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させるという観点から最も
適切と考えられる措置を取ることを検討いたします。
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( 2024年 ７月 １日から
2025年 ６月30日まで )

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,338,752 1,022,303 22,643,004 △407 25,003,652

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △547,542 △547,542
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 3,637,996 3,637,996

自 己 株 式 の 取 得 △77 △77

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 3,090,454 △77 3,090,377

当 期 末 残 高 1,338,752 1,022,303 25,733,458 △484 28,094,029

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損　　　益

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 41,470 6,552 48,022 25,051,674

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △547,542
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 3,637,996

自 己 株 式 の 取 得 △77

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △10,671 △10,716 △21,387 △21,387

当 期 変 動 額 合 計 △10,671 △10,716 △21,387 3,068,989

当 期 末 残 高 30,798 △4,163 26,634 28,120,664

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴ 連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況
・連結子会社の数 3社
・連結子会社の名称 コーア商事株式会社

コーアイセイ株式会社
コーアバイオテックベイ株式会社

⑵ 連結子会社の事業年度等に関する事項
　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

⑶ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. デリバティブ
時価法を採用しております。

ハ. 棚卸資産
・製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方
法により算定）

・商品
先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの
方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物　　　３年～60年
機械装置及び運搬具　２年～８年
工具、器具及び備品　２年～20年
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ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づいております。

ハ. リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当連結会計年
度負担額を計上しております。

ハ. 役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職金規程に基づく期末要支給額
を計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合
要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤ 収益及び費用の計上基準
　当社グループは、主にジェネリック医薬品の原薬販売及び製造販売を行ってお
ります。
　当社グループは、顧客との販売契約に基づいて、顧客に商品及び製品を引き渡
す履行義務を負っており、当該履行義務は、商品及び製品を顧客に引き渡す一時
点において顧客に支配が移転し、履行義務が充足されると判断しております。な
お、商品及び製品の国内販売においては、出荷時から当該商品及び製品の支配が
顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認
識しております。

⑥ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算
差額は損益として処理しております。

－ 10 －



⑦ 重要なヘッジ会計の方法
イ. ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。
なお、振当処理の要件を満たす為替予約については、振当処理を採用しており
ます。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段…為替予約
　ヘッジ対象…外貨建金銭債務（外貨建予定取引を含む）

ハ. ヘッジ方針
　為替相場変動リスクを回避する目的で実需の範囲内で必要に応じ為替予約を行

う方針としております。
ニ. ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手
段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎に判断しております。な
お、振当処理を採用している為替予約については、有効性の評価を省略してお
ります。

２.  会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年
10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適
用しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、
2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に
係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下
「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありませ
ん。
　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延
べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改
正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更
による連結計算書類への影響はありません。

３.  表示方法の変更に関する注記

　(連結貸借対照表)
　前連結会計年度において、流動負債の「その他」に表示しておりました「未払金」及
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び「設備関係未払金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記し
ました。
　なお、前連結会計年度の「未払金」は259,644千円、「設備関係未払金」は59,738千
円であります。

（連結損益計算書）
　前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に表示しておりました「固定資産
除却損」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しました。
　なお、前連結会計年度の「固定資産除却損」は73千円であります。

４.  会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を
算出しております。
　当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した金額で会計上の見積りによるもののう
ち、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性がある項目は以下
のとおりです。

（固定資産の減損）
⑴   当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　連結貸借対照表に計上されている有形固定資産9,195,544千円には、連結子会社の
コーアイセイ株式会社の蔵王工場に関する有形固定資産として5,382,327千円が含ま
れており、総資産の15％を占めております。同工場は、当連結会計年度の営業損益及
び翌連結会計年度の営業損益の見込みがプラスであることから、減損の兆候は認めら
れないと判断しております。

⑵   会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①算出方法

　当社グループは、原則として、事業用資産については会社、又は事業所を基準とし
て資産のグルーピングを行っております。
　減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キ
ャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否
を判定します。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。

②主要な仮定等
　コーアイセイ株式会社の蔵王工場の翌期以降の営業損益の見込み及び将来キャッシ
ュ・フローの見積りは、経営者が作成した事業計画を基礎として行われております
が、医療機関から安定供給と増産について要請されている『マキサカルシトール静注
透析用シリンジ』の販売計画などを主要な仮定として織り込んでおります。
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建物及び構築物 1,689,280千円
土地 587,696千円

計 2,276,976千円

短期借入金 10,000千円
１年内返済予定の長期借入金 349,904千円
長期借入金 1,241,480千円

計 1,601,384千円
⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 6,907,217千円

普通株式 42,119,980株

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2024年９月27日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 547,542 13.00 2024年６月30日 2024年９月30日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2025年９月26日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 673,896 16.00 2025年６月30日 2025年９月29日

　これらの仮定のうち、特に将来の販売数量については、取引先からの受託製造の販
売計画が基礎となっており、不確実性を伴うため、事業環境の変化などにより実績が
見積りと異なった場合、翌期以降の営業損益の見込み及び将来キャッシュ・フローの
見積りに重要な影響を与える可能性があります。

５. 連結貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵ 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年
度になるもの
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７.   金融商品に関する注記

⑴ 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

　当社グループでは、営業取引を行うための設備投資計画等に基づき、必要な資金
を銀行借入により調達しております。また、余剰資金の運用については安全性の高
い金融商品で運用しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するため
に利用しており、投機的な取引は行わない方針です。

② 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形、売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒され
ております。
　投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リス
クに晒されております。
　支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払法人税等は、１年以内の支払期日であ
り、流動性リスクに晒されております。一部外貨建のものについては、為替の変動
リスクに晒されております。
　借入金は、主に営業取引に係る運転資金の調達及び設備投資に係る資金調達であ
り、流動性リスク及び一部の借入金については金利変動リスクに晒されておりま
す。
　デリバティブ取引は、外貨建の営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ
を目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段
とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、前述の
「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　⑶会計
方針に関する事項　⑦重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
・信用リスク（取引先の契約不履行等にかかるリスク）の管理

　当社グループは、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を
行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の
悪化による貸倒懸念の早期把握と軽減を図っております。

・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等
を把握するとともに、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に
見直しています。
　買掛金は、商品の仕入先に対する営業債務であり、通貨別月別に把握された為
替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしておりま
す。
　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定め
た管理規程に従い、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っております。

・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の
管理
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連結貸借対照表

計上額（＊）
時価（＊） 差　額

⑴ 投資有価証券 89,928 89,928 －

⑵ 長期借入金
（1,591,384） （1,576,582） △14,801

(１年内返済予定の長期借入金を含む)

⑶ デリバティブ取引 （6,308） （6,308） －

　当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作
成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理してお
ります。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を
織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動す
ることがあります。

⑤ 信用リスクの集中
　当連結会計年度の連結決算日現在における売上債権のうち35％が特定の大口顧客
に対するものです。

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2025年６月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。
　また、現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電
子記録債務、短期借入金、未払法人税等については、現金であること、及び短期間で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しており
ます。

（単位：千円）

（＊）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
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区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 89,928 － － 89,928
資産計 89,928 － － 89,928
デリバティブ取引 － 6,308 － 6,308
負債計 － 6,308 － 6,308

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金
(１年内返済予定の長期借入金を含む) － 1,576,582 － 1,576,582

負債計 － 1,576,582 － 1,576,582

⑶　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下の３つのレベルに分類しております。
　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場にお

いて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関す

る相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプ

ット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低
いレベルに時価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
　上場株式の時価は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引さ
れているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
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当連結会計年度
原薬販売 14,600,557
医薬品製造販売 8,668,673

顧客との契約から生じる収益 23,269,231
その他の収益 －
外部顧客への売上高 23,269,231

（単位：千円）

当連結会計年度
契約資産（期首残高） －
契約資産（期末残高） －
契約負債（期首残高） 615
契約負債（期末残高） 1,063

デリバティブ取引
　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法によ
り算定しており、レベル２の時価に分類しております。
長期借入金
　変動金利による長期借入金については、短期間で市場金利に基づいて利率を見直してお
り、借入を行っている当社グループの信用状況は借入実行後から大きく異なっていないた
め、時価は帳簿価額に近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっており、
レベル２の時価に分類しております。固定金利による長期借入金については、元利金の合
計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定してお
り、レベル２の時価に分類しております。

８.   収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　商品及び製品の売上計上基準については、前述の「１．連結計算書類の作成のため
の基本となる重要な事項に関する注記等　⑶会計方針に関する事項　⑤収益及び費用
の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
　収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き及びリベートを控除した
金額で測定しております。

⑶　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローと
の関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度に認
識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

①契約資産及び契約負債の残高等

※契約負債は、主に、連結子会社の安定性試験の受託契約において、取引先より受け
取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債のその他に含まれております。
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⑴ １株当たり純資産額 667円66銭
⑵ １株当たり当期純利益 86円38銭

②残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいては、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務
上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引はないた
め、記載を省略しております。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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( 2024年 ７月 １日から
2025年 ６月30日まで )

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

当 期 首 残 高 1,338,752 6,674,631 3,012,737 9,687,369

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

   自 己 株 式 の 取 得

当 期 変 動 額 合 計 － － － －

当 期 末 残 高 1,338,752 6,674,631 3,012,737 9,687,369

株 主 資 本

純資産合計

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他

利益剰余金 利益剰余金
合計繰越利益

剰余金
当 期 首 残 高 1,063,345 1,063,345 △407 12,089,059 12,089,059

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △547,542 △547,542 △547,542 △547,542

当 期 純 利 益 700,431 700,431 700,431 700,431

   自 己 株 式 の 取 得 △77 △77 △77

当 期 変 動 額 合 計 152,889 152,889 △77 152,811 152,811

当 期 末 残 高 1,216,234 1,216,234 △484 12,241,871 12,241,871

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法
　子会社株式
　移動平均法による原価法を採用しております。

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　３年～19年
車両運搬具　　　　　６年
工具、器具及び備品　３年～20年

② リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

⑶　繰延資産の処理方法
　株式交付費
　支出時に全額費用処理しております。

⑷ 引当金の計上基準
① 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当事業年度負担
額を計上しております。

② 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、
退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法
を適用しております。

③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職金規程に基づく期末要支給額を
計上しております。

⑸　収益及び費用の計上基準
　純粋持株会社である当社の収益は、子会社からのグループ運営収入(経営指導料・業
務委託料)及び受取配当金であります。グループ運営収入(経営指導料・業務委託料)に
ついては、子会社に対し経営指導・管理等を行うことを履行義務としており、当該履
行義務は時の経過につれて充足されるため、契約期間にわたって期間均等額で収益を
認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識してお
ります。
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２.  会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年
10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し
ております。
　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし
書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65
－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の
変更による計算書類への影響はありません。

３.   会計上の見積りに関する注記
（重要な会計上の見積り）
　会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出
しております。当事業年度に係る計算書類に計上した金額で会計上の見積りによるもの
のうち、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性がある項目は以下のと
おりです。

（関係会社株式の評価）
⑴　当事業年度に係る計算書類に計上した金額
　貸借対照表に計上されている関係会社株式9,009,846千円には、非上場の連結子会社
であるコーアイセイ株式会社の株式1,706,007千円が含まれており、総資産の13％を
占めております。
　関係会社株式の実質価額の算定にあたっては、関係会社の保有する固定資産に関する
減損損失計上の要否を考慮する必要があります。
　コーアイセイ株式会社の蔵王工場について、減損の兆候が認められ、減損損失の認識
が必要となった場合には関係会社株式評価損の計上の要否を検討する必要があるもの
の、当事業年度においては、固定資産の減損の兆候が認められないこと、また、コーア
イセイ株式会社の純資産額が同社株式の帳簿価額を十分上回っていることから、関係会
社株式評価損は計上しておりません。
　なお、コーアイセイ株式会社の蔵王工場の固定資産の減損に関する主要な仮定は、連
結注記表「４．会計上の見積りに関する注記（固定資産の減損）」に記載のとおりで
す。

⑵　会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　非上場の子会社に対する投資等、市場価格のない株式等について、当該株式の発行会
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 28,825千円

　　短期金銭債権 56,878千円
　　短期金銭債務 8,841千円

関係会社との取引高
　営業取引による取引高

　営業収益 1,305,453千円
　販売費及び一般管理費 10,039千円

　営業取引以外の取引による取引高
　営業外収益 15,452千円

普通株式 1,476株

社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証
拠によって裏付けられる場合を除いて、投資について評価損の認識を行っております。
　コーアイセイ株式会社の蔵王工場の翌期以降の営業損益の見込み及び将来キャッシ
ュ・フローの見積りは、経営者が作成した事業計画を基礎として行われており、医療機
関から安定供給と増産について要請されている『マキサカルシトール静注透析用シリン
ジ』の販売計画などを主要な仮定として織り込んでおります。これらの仮定のうち、特
に将来の販売数量については、取引先からの受託製造の販売計画が基礎となっており、
不確実性を伴うため、翌期以降の営業損益の見込み及び将来キャッシュ・フローの見積
りに重要な影響を及ぼす可能性があり、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を与え
る可能性があります。

４. 貸借対照表に関する注記

⑵ 関係会社に対する金銭債権、金銭債務（区分表示したものを除く。）

５. 損益計算書に関する注記

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
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繰延税金資産
賞与引当金 2,675千円
退職給付引当金 4,097千円
役員退職慰労引当金 44,751千円
未払事業税 1,964千円
その他 14,847千円

繰延税金資産小計 68,337千円
評価性引当額 △44,751千円
繰延税金資産合計 23,585千円

繰延税金負債
繰延税金負債合計 －
繰延税金資産の純額 23,585千円

７. 税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

⑵　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
　当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用す
る場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12
日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計
処理並びに開示を行っております。

８.　収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、前述の「１．重
要な会計方針に係る事項に関する注記　⑸収益及び費用の計上基準」に記載のとおり
であります。
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種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引内容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

子 会 社 コ ー ア 商 事
株 式 会 社

所有
直接　100.0％

経営指導、
業務委託、
役員の兼任

関 係 会 社　
受取配当金 696,960 － －
経営指導料
収入
（注１）

318,614 未 収 入 金 34,514

業務委託
収入
（注１）

85,980 － －

子 会 社 コ ー ア イ セ イ
株 式 会 社

所有
直接　100.0％

経営指導、
資金の貸付、
役員の兼任

経営指導料
収入
（注１）

166,994 未 収 入 金 11,303

資金の回収
（注２） 300,000 短期貸付金 400,000

資金の貸付
（注２） 1,507,200 長期貸付金 1,950,080

受 取 利 息
（注２） 14,729 未 収 入 金 1,732

子 会 社
コーアバイオテ
ッ ク ベ イ
株 式 会 社

所有
直接　100.0％

経営指導、
資金の貸付、
役員の兼任

経営指導料
収入
（注１）

12,556 未 収 入 金 1,589

資金の回収
（注２） 22,800

短期貸付金 22,800

長期貸付金 37,700

受 取 利 息
（注２） 500 未 収 入 金 45

⑴ １株当たり純資産額 290円65銭
⑵ １株当たり当期純利益 16円63銭

９. 関連当事者との取引に関する注記
子会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１） 経営指導料収入及び業務委託収入については、業務の内容を勘案して契約によ

り決定しております。
（注２） 資金の貸付・借入についての、貸付・借入利息は市場金利を勘案して合理的に

決定しております。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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